
子ども・子育て支援制度について 

平成２５年５月 内閣府・文部科学省・厚生労働省資料より 

 資料  ３－２（第１回松原市子ども・子育て会議） 



１ 子ども・子育て関連３法（平成24年8月成立）の趣旨と主なポイント 

◆３法の趣旨 

自公民３党合意を踏まえ、保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認

識の下に、幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進 

 

◆主なポイント 
○認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付（「施設型給付」） 

 及び小規模保育等への給付（「地域型保育給付」）の創設 

○認定こども園制度の改善（幼保連携型認定こども園の改善等） 

 ・幼保連携型認定こども園について、認可・指導監督の一本化、学校及び児童福祉施設としての法的位置づけ 

 ・既存の幼稚園及び保育所からの移行は義務づけず、政策的に促進 

 ・幼保連携型認定こども園の設置主体は、国、自治体、学校法人、社会福祉法人のみ （株式会社等の参入は不可） 

  ・認定こども園の財政措置を「施設型給付」に一本化 

○地域の実情に応じた子ども・子育て支援（利用者支援、地域子育て支援拠点、 

 放課後児童クラブなどの「地域子ども・子育て支援事業」 ）の充実 
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・小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育 

 

 

 

 

 

 

 

子ども・子育て支援給付 地域子ども・子育て支援事業 

■ 放課後児童クラブ 

■ 地域型保育給付 

■ 施設型給付 

※ 出産・育児に係る休業に伴う給付（仮称）→ 将来の検討課題 

■ 児童手当 

■ 利用者支援、地域子育て支援拠点事業、 

  一時預かり、乳児家庭全戸訪問事業等 

  （対象事業の範囲は法定） 

■ 延長保育事業、病児・病後児保育事業 

■ 妊婦健診 

 ※ 都道府県が実施する社会的養護等の事業と連携して実施 
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※施設型給付・地域型保育給付は、早朝・夜間・休日保育
にも対応 

・認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付 

※私立保育所については、現行どおり、市町村が保育所に
委託費を支払い、利用者負担の徴収も市町村が行うものと
する 

２ 子ども・子育て支援法に基づく給付・事業の全体像 



市町村子ども・子育て支援事業計画 

需要の調査・把握 

計画的な整備 

子どもや子育て家庭の状況に応じた子ども・子育て支援の提供（イメージ） 

子ども・子育て家庭の状況及び需要 

子どものための教育・保育給付 

認定こども園、幼稚園、保育所 ＝ 施設型給付の対象※ 

 
小規模保育事業者 

家庭的保育事業者 

居宅訪問型保育事業者 

   事業所内保育事業者 

地域型保育給付の
対象※ 

※ 施設型給付・地域型保育給付の対象は、認可や認定を受けた施設・事業者の中から、市町村の確認を受けたもの 

（子ども・子育てのニーズ） 

 学校教育＋子育て支援 

満３歳以上の子どもを持つ、
保育を利用せず家庭で子育

てを行う家庭 
（子ども・子育てのニーズ） 

 学校教育＋保育＋放課後児童ク
ラブ＋子育て支援 

満３歳以上の子どもを持つ、
保育を利用する家庭 

（子ども・子育てのニーズ） 

 保育＋子育て支援 

満３歳未満の子どもを持つ、
保育を利用する家庭 

（子ども・子育てのニーズ） 

 子育て支援 

満３歳未満の子どもを持つ、
保育を利用せず家庭で子育

てを行う家庭 
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＝ 

地域子ども・子育て支援事業 

・地域子育て支援拠点事業 

     ・一時預かり 

・乳児家庭全戸訪問事業等 

・延長保育事業 

・病児・病後児保育
事業 

放課後児童
クラブ 

（施設型給付・地域型保育給付は、早朝・夜間・休日保育にも対応） 

※対象事業の範囲は法定 



幼保連携型 

〔類型〕 

幼稚園機能 
＋ 

保育所機能 

幼稚園型 

保育所型 

地方裁量型 

《現行制度》                           《改正後》 

幼稚園 
（学校） 

幼稚園 
（学校） 

保育所 
（児童福祉施設） 

保育所 
（児童福祉施設） 

保育所
機能 

幼稚園
機能 

 

○施設体系は、現行どおり 

 

○財政措置は「施設型給付」
で一本化 

 

幼保連携型認定こども園 
（学校及び児童福祉施設） 

○ 幼稚園は学校教育法に基づく認可 

○ 保育所は児童福祉法に基づく認可 

○ それぞれの法体系に基づく指導監督 

○ 幼稚園・保育所それぞれの財政措置 

○ 改正認定こども園法に基づく単一の
認可 

○ 指導監督の一本化 

○ 財政措置は「施設型給付」で一本化 

※ 設置主体は国、自治体、学校法人、
社会福祉法人のみ 

○認定こども園法の改正により、「学校及び児童福祉施設としての法的位置付けを持つ単一の施設」を創
設（新たな「幼保連携型認定こども園」） 

  ・ 既存の幼稚園及び保育所からの移行は義務づけず、政策的に促進 

  ・ 設置主体は、国、自治体、学校法人、社会福祉法人のみ（株式会社等の参入は不可） 

○財政措置は、既存３類型も含め、認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の「施設型給付」で一本
化  → 消費税を含む安定的な財源を確保     

※設置主体は国、自治体、学校法人のみ 

※設置主体制限なし 

※設置主体制限なし 

※設置主体は国、自
治体、学校法人、社
会福祉法人のみ 

３ 認定こども園法の改正について 

4 



満３歳以上 

満３歳未満 

長時間 

学校教育 

標準時間 

満３歳以上 

満３歳未満 

保育に欠ける 

保育所の認可 

学校教育 

学校教育 

ー ー 

ー 

ー 保育 
（児童福祉） 

満３歳以上 

満３歳未満 

保育を必要と
する 

学校教育 

保育を必要と
しない 

幼保連携型認定こども園の認可 

学校教育 

保育 
（児童福祉） 

ー 保育 
（児童福祉） 

保育に欠けない 

新制度 
現行制度 

幼稚園の認可 

保育 
（児童福祉） 

○ 学校教育・保育及び家庭における養育支援を一体的に提供する施設とする。 
     ア 満３歳以上児の受入れを義務付け、標準的な教育時間の学校教育を提供。 

     また、保育を必要とする子どもには、学校教育に加え、保護者の就労時間等に応じて保育を提供。 

   イ 保育を必要とする満３歳未満児については、保護者の就労時間等に応じて保育を提供。 

○ 学校教育、児童福祉及び社会福祉の法体系において、学校、児童福祉施設及び第２種社会福祉事業
として位置づける。 

○ 幼保連携型認定こども園の設置主体は、国、地方公共団体、学校法人又は社会福祉法人とする。
（既存の幼稚園及び保育所からの移行は義務づけない。） 

新たな幼保連携型認定こども園  
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※必須ではない 



現行の幼保連携型 

認定こども園 

新たな幼保連携型 

認定こども園 

根拠法 
【幼稚園部分】学校教育法 
【保育所部分】児童福祉法 
【認定こども園】認定こども園法 

認定こども園法 

設置 

主体等 

【幼稚園】国、地方公共団体及び学校法人 
     （当分の間、学校法人以外の者が幼稚園を設置で

きる。（学校教育法附則第６条）） 
【保育所】設置主体制限なし 

国、地方公共団体、学校法人及び社会福祉法人 
（既存の附則６条園の設置者について、経過措置
あり） 

※幼稚園・保育所からの移行は任意。 ※幼稚園・保育所からの移行は任意。 

認可等 

権者 

【幼稚園部分】都道府県知事 
【保育所部分】都道府県知事、指定都市市長、中核市市長 
【認定こども園】認定権者：都道府県知事（又は教育委員 

  会） 

都道府県知事（教育委員会が一定の関与） 
※大都市（指定都市・中核市）に権限を移譲 

指導 

監督 

【幼稚園部分】閉鎖命令 
【保育所部分】立入検査、改善勧告、改善命令、事業停止命

令、認可の取消し 
【認定こども園】認定の取消し 

立入検査、改善勧告、改善命令、事業停止命令、
閉鎖命令、認可の取消し 

基準 
【幼稚園部分】幼稚園設置基準 
【保育所部分】児童福祉施設最低基準 

幼保連携型認定こども園の設備及び運営に 
関する基準 

財政 

措置 

【幼稚園部分】私学助成（都道府県） 
       幼稚園就園奨励費補助（市町村） 
【保育所部分】保育所運営費負担金（市町村） 

施設型給付（市町村）が基本 

利用者 

負担 
【幼稚園部分】施設が自由に設定 
【保育所部分】市町村の関与の下、施設が設定（応能負担） 

市町村が設定（応能負担） 
※一定の要件の下、施設による上乗せ徴収が可能 

現行制度・新制度における幼保連携型認定こども園の比較（私立の場合） 

＜現行制度＞ ＜新制度＞ 
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４ 保育に関する認可制度の改善等について 

○ 認可制度を前提としながら、大都市部の保育需要の増大に機動的に対応できるよう 

①社会福祉法人・学校法人以外の者に対しては、客観的な認可基準への適合に加えて、経済的基礎、 

社会的信望、社会福祉事業の知識経験に関する要件を満たすことを求める 

②その上で、欠格事由に該当する場合や供給過剰による需給調整が必要な場合を除き、認可するもの
とする。 

○ その際、都道府県は、実施主体である市町村との協議を行うことで、市町村子ども・子育て支援事
業計画との整合性を確保する。 

○ 市町村は、認可施設・事業に対し、利用定員を定めた上で、給付の対象とすることを確認する。 

○ 確認を行った市町村は、適正な給付の維持のため、施設・事業に対し、指導監督を実施する。 

【基本的な考え方】 
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新制度 

保育所の認可（都道府県認可）  現行 

保育所の認可等（都道府県認可※）  

【基準を満た 
さない施設】 

（ベビーホテル等） 

× 

【イメージ】 

多様な保育（家庭的保育、 
小規模保育等） 
（市町村事業） 

※ 都道府県は、認可に当たって、市町村と協議 

【認可と同等の基準
を満たす施設】 

多様な保育（家庭的保育、 
小規模保育等）の認可 

（市町村認可） 

認可を受けた施設、事業は、市町村による定員を定めた上での確認を得て、対象施設・事業となる（私立保育所は委託費）。 

地域型保育給付 施設型給付 

  ※認定こども園についても、改善後の保育所に関する認可制度と同様の認定・認可の仕組みとする。 
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 ※ 幼保連携型については、認可・指導監督の一本化、 
    学校及び児童福祉施設としての法的位置づけを与える等、制度改善を実施 

保育所 
０～５歳 

認定こども園 ０～５歳 

幼稚園型 保育所型 地方裁量型 

小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育 

子ども・子育て支援法 
～認定こども園・幼稚園・保育所・小規模保育など共通の財政支援

のための仕組み ～ 

施設型給付 

地域型保育給付 

※私立保育所については、児童福祉法第24条により市町村が保育の実施義務を
担うことに基づく措置として、委託費を支弁 

幼保連携型 

幼稚園 
３～５歳 

※新制度へ移行しない幼
稚園については、従前ど
おり私学助成（国庫補

助）を継続 



＜現行制度＞ ＜新たな制度＞ 

保育の必要量 

（「欠ける」程度） 

保育所運営費 ４H 

８H 

安心こども基金 

認定こども園の 

保育所機能部分 
保育所 

財
政
措
置 

利
用
者

負
担 

所得に応じた 

費用徴収 
施設によって異なる 

幼稚園 

就園奨励費 

私学助成 

（預かり保育補助） 

私学助成 

保育の必要量 

（「欠ける」程度） 

４H 

８H 

認定こども園の 

幼稚園機能部分 

安心こども基金 

施設によって異なる 

財
政
措
置 

利
用
者

負
担 

※ 私立の場合 

保育の必要量 

施設型給付 

長時間 

主として保護
者の就労に応
じた時間 

法律に基づき利用者が一部負担 

満３歳未満 

保育の必要量 

標準的な教
育時間 

長時間 

満３歳以上 

法律に基づき利用者が一部負担 

○ 施設型給付については、次のような給付構成を基本とする。 

 a. 満３歳以上児に対する標準的な教育時間及び保護者の就労時間等に応じた保育に対応する給付 

 b. 満３歳未満児の保護者の就労時間等に応じた保育に対応する給付 

施設型給付 

9 

５ 施設型給付の創設 

※上記の他、特色ある取組（例：特別支援教育等）に対する奨励的な補助として私学助成を措置。 

※施設型給付の対象として確認を受けない幼稚園の場合は、私学助成を継続。 

※休日保育、早朝・夜間保育についても対応する。 

※私立保育所については、児童福祉法第２４条に則り、市町村から委託費として支払う。 



市町村 

利用者 幼稚園 

※市町村によっては、幼稚園が利用者に代わって幼稚園就園奨励費を代理受領し、保育料
の軽減を図る仕組みを取っている。 

学校教育 

保育料 

契 約 

市町村 

利用者 教育・保育施設 
保育料 

学校教育・保育の提供 

・質の確保された学校教
育・保育の提供責務 

・質の高い学校教育・
保育の提供 

・応諾義務（正当な理
由のない場合） 

【幼
稚
園
】 

【保
育
所
】 

＜現行制度＞ 
＜新たな制度＞ 

【教
育
・保
育
施
設
】 

市町村 

利用者 認可保育所 

保育の実施 

○ 市町村が客観的基準に基づき、保育の必要性を認定する仕組みとする。 

○ 施設型給付については、保護者に対する個人給付を基礎とし、確実に学校教育・保育に要する費用に充てるため、法定代理受
領の仕組みとする（保育料等は施設が利用者から徴収）。 

○ 契約については、保育の必要性の認定を受けた子どもと受けない子どものいずれについても、市町村の関与の下、保護者が自
ら施設を選択し、保護者が施設と契約する公的契約とし、「正当な理由」がある場合を除き、施設に応諾義務を課す。 

○ 入園希望者が定員を上回る場合は「正当な理由」に該当するが、この場合、施設は、国の選考基準※に基づき、選考を行う。 
 ※ 保育の必要性の認定を受けた子どもについては、定員以上に応募がある場合、優先利用に配慮しつつ、保育の必要度に応じて選定する。保育の必要性の認定を受

けない子どもについては、施設の設置者が定める選考基準（選考方法）に基づき選考することを基本とする。 

○ ただし、私立保育所については、児童福祉法第２４条第１項により、保育所における保育を行うため、市町村と利用者が契約
し、私立保育所に対して委託費を支払うこととする。その際、保育料も市町村が徴収する。 

※ 児童福祉法第２４条において、保育所における保育は市町村が実施することとされ
ていることから、私立保育所における保育の費用については、施設型給付ではなく、
現行制度と同様に、市町村が施設に対して、保育に要する費用を委託費として支払う。 

   この場合の契約は、市町村と利用者の間の契約となり、利用児童の選考や保育料
の徴収は市町村が行うこととなる。 

※ 子ども・子育て支援給付に、多様な保育事業を行う事業者を対象とした地域型保育
給付も含まれるが、上記の整理は、地域型保育給付にも共通するものである。 

利用支援、あっせ
ん、要請、調整、
措置 

保 育 

本制度における行政が関与した利用手続き 
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公的契約 



○ 当面の間、保育を必要とする子どもの全ての施設・事業の利用について、市町村が利用の調整を行う。 
○ 認定こども園・公立保育所・地域型保育は、市町村の調整の下で施設・事業者と利用者の間の契約とする。 
○ 私立保育所は市町村と利用者の間の契約とし、保育料の徴収は市町村が行う。 

◆ 保育を必要とする場合の利用調整の手順（イメージ） 

保育の必要性の認定の申請 

利用可能な施設のあっせん・要請など 

利用調整 

保護者と市町村の契約 
・保育料は市町村へ支払 
・市町村から保育所へ委託費を支払 

保護者と施設・事業者の契約 
・保育料は施設・事業者へ支払い 

・市町村から施設・事業者へ施設型給付又は 
 地域型保育給付を支払（法定代理受領） 

保育の利用 

※ 申請者の希望、施設の 
  利用状況等に基づき調整 

※ 施設に対しては利用の 
  要請を行い、確実に利用 
  できることを担保する。 

私立保育所を利用する場合 
認定こども園・公立保育所 
・地域型保育を利用する場合 

 同時に手続が可能 

※ 

※ 

市町村 

市町村 

市町村 

保護者 

保護者 

公立保育所は施設の
設置者が市町村 

      保育利用希望の申込 希望する施設名 
などを記載 

保育の必要性の認定・認定証の交付 
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○ 地域子ども・子育て支援事業は、子ども・子育て家庭等を対象とする事業として、市町村が地域 
 の実情に応じて実施する以下の事業とする。また、対象事業の範囲は法定する。 
 （１）利用者支援 

身近な場所において、子ども・子育て支援に関する相談援助、情報提供、関係機関との連絡調整等を行うこと
で、子ども子育て支援に関する施設や事業を円滑に利用できるように支援する事業 

 
 （２）地域子育て支援拠点事業 

公共施設や保育所、児童館等の地域の身近な場所で、 乳幼児のいる子育て中の親子の交流や育児相談、情報提
供等を実施する事業 

 
 （３）一時預かり 

保護者の就労・病気・冠婚葬祭などの理由により一時的に保育に欠ける場合、保育所等で一時的に子どもを預
り、保育する事業 

 
 （４）乳児家庭全戸訪問事業 

保健師等が全ての乳児のいる家庭を訪問することにより、子育てに関する情報の提供・乳児や保護者の心身の
状況及び養育環境の把握を行うほか、養育についての相談に応じ、助言を行う事業 

 
 （５）養育支援訪問事業その他要支援児童、要保護児童等の支援に資する事業 

育児ストレス等により虐待につながる恐れのある家庭や未熟児・多胎児等を養育している家庭など養育するう
えで支援を要する家庭に対して、ヘルパーや相談員を派遣し、家事・育児援助や指導・助言を行うことで身体
的・精神的負担を軽減し、児童虐待を予防する事業 

 
 （６）ファミリー・サポート・センター事業 

保育を必要とする乳幼児や児童のうち、疾病にかかっている場合や回復期にある場合について、保育所、認定
こども園、病院等で一時的に保育を行う事業 
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６ 地域子ども・子育て支援事業について 



 （７）子育て短期支援事業 
保護者が疾病等により家庭での養育が困難となった場合や、短期に保護を必要とする場合などに、乳児院・児
童養護施設・母子生活支援施設において一時的に養育・保護する事業 

 
 （８）延長保育事業 

通常の保育以外の時間外保育の利用に対して助成する事業 

 
 （９）病児・病後児保育事業 

保育を必要とする乳幼児や児童のうち、疾病にかかっている場合や回復期にある場合について、保育所、認定
こども園、病院等で一時的に保育を行う事業 

 
 （10）妊婦健診 

妊婦を対象に、安心して妊娠・出産を迎えるため、健康診査に係る費用の一部を助成する事業 

 
 （11）実費徴収に係る補足給付を行う事業 

教育・保育施設等を利用する保護者の世帯の所得等の事情を勘案して、市町村が定める基準に該当する場合に、
施設に支払う物品の購入費用や行事参加費用等の実費徴収に係る費用を助成する事業 

 
 （12）多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業 

教育・保育施設等への民間事業者の参入促進に関する調査研究・多様な事業者の能力を活用した施設の設置・
運営を促進するための事業（特別支援教育に関する支援等） 
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